
 

令和３年12月17日 

 

 

郡市区等医師会 御中 

医

大 阪 府 医 師 会 

      (公印省略) 

 

       

  大阪府からの通知（B.1.1.529系統（オミクロン株）の感染が確認された患者等に係る 

  入退院及び航空機内における濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて 

 

平素は、本会事業の推進に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、大阪府から下記の協力依頼がありましたので、情報提供いたします。 

本件に関連しましては、発生届を提出された医療機関宛に、所管保健所より連絡等が

なされる可能性があります旨も記載されています。 

貴会におかれましてはご了知の上、会員医療機関へのご周知をお願い申し上げます。 

 

記 

   

  ●大阪府通知より引用 

   自院で PCR または抗原定量検査を実施し、ねじ口で密封できる容器に検体 （唾液、鼻咽頭ぬぐい 

  液等を採取されている場合は 陽性者の検体を廃棄せずに保管していただきますようご協力をお願い 

  いたします。 保健所からは、発生届受理後に改めて確認のご連絡をいたします。  

   なお、自院で変異株PCR検査及びゲノム解析を実施されている場合は、引き続き自院で検査を実施

し 

  ていただき、速やかに検査結果を共有いただきますようお願いいたします。  

   

  ●本件に関する問い合わせ等 

   ・医療機関所在地の所管保健所 

 

 

 

   

【担当】 

大阪府医師会 

地域医療１課（TEL:06-6763-7012） 

 


